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【
設
問
】
次
の
資
料
を
利
用
し
、
案
内
情
報
（
メ
タ
デ
ー
タ
）
記
入
用
紙
を
作
成
し
な
さ
い
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一.

延
年
の
歴
史 

①
「
延
年
」
の
意
味 

 

延
年
と
は
本
来
、
文
字
通
り
、
齢
を
延
ば
す
、
つ
ま
り
寿
命
を
延
ば
す
と
い
う
意
味
の
め
で
た
い
こ
と
ば

で
あ
る
。『
宋
書
』
の
「
楽
誌
」
に
は
、「
延
年
千
秋
を
寿
ぐ
」
と
あ
る
。 

 

日
本
で
文
献
上
「
延
年
」
の
語
が
は
じ
め
て
出
て
く
る
の
は
、
書
道
史
上
「
三
蹟
」
の
一
人
と
し
て
有
名

な
藤
原
行
成
の
日
記
『
権
記
』
の
中
で
あ
り
、
寛
弘
六
年(

一
〇
〇
九)

五
月
一
日
の
条
に
、
こ
の
日
の
沐
浴

が
「
延
年
除
禍
」
の
効
験
あ
り
と
す
る
記
事
が
あ
る
。
日
本
で
も
禍
を
除
く
と
い
う
め
で
た
い
こ
と
ば
と
し

て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
当
時
「
延
年
」
が
普
通
名
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
十

二
世
紀
初
め
に
成
立
し
た
『
今
昔
物
語
』
で
は
、「
延
年
ス
」
と
動
詞
に
使
わ
れ
、
語
義
と
し
て
は
「
娯
楽

す
る
」
あ
る
い
は
「
逍
遥
す
る
」
と
い
う
広
義
に
使
わ
れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
、
一
方
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
時
代
に
、「
延
年
」
は
、
歌
舞
管
絃
の
催
し
を
意
味
す
る
よ
う
に
も
な

っ
て
い
る
。
藤
原
道
長
『
御
堂
関
白
記
』、
藤
原
実
資
『
小
右
記
』、
お
よ
び
源
経
頼
『
左
経
記
』
に
は
、
寛

仁
二
年(

一
〇
一
八)

十
月
十
六
日
、
藤
原
道
長
の
娘
威
子
の
中
宮
即
位
を
祝
っ
た
遊
宴
に
つ
い
て
の
記
事
が

あ
り
、
こ
こ
で
は
「
延
年
」
は
歌
舞
管
絃
の
催
し
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
歌
舞
管
絃
の

催
し
、
遊
宴
芸
能
を
意
味
す
る
「
延
年
」
は
、
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
平
安
時
代
の
中
ご
ろ
か
ら
登
場
し
た

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

そ
し
て
貴
族
社
会
が
衰
退
し
、
寺
院
勢
力
が
強
く
な
っ
て
く
る
平
安
時
代
末
期
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
時
代

に
か
け
て
、
東
大
寺
・
興
福
寺
・
延
暦
寺
な
ど
中
央
の
大
寺
院
で
、
法
会(

仏
教
行
事)

の
あ
と
に
僧
侶
な
ど

を
ね
ぎ
ら
う
た
め
に
、
若
い
僧
や
稚
児(

寺
院
に
召
し
使
わ
れ
た
少
年)

が
催
し
た
遊
宴
歌
舞
伎
の
芸
能
を
延

年
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

藤
原
定
家(

鎌
倉
時
代
初
期
の
歌
人)

の
日
記
『
名
月
記
』
に
は
、
建
仁
三
年(

一
二
〇
三)

奈
良
の
寺
院
で

僧
の
雑
遊
を
見
た
こ
と
に
関
連
し
て
「
乱
遊
、
延
年
と
号
す
」
と
書
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
吾
妻
鏡
』
承

元
五
年(

一
二
一
一)

正
月
三
日
の
条
に
、「
今
日
午
前
盃
酒
に
及
び
、
延
年
等
有
り
」
と
見
え
、
武
家
社
会

に
も
広
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

資 

料 
 



 

た
だ
し
寺
院
社
会
に
お
け
る
延
年
は
、
単
な
る
酒
宴
の
余
興
で
は
な
く
て
、
法
会
に
際
し
て
一
山
の
繁
栄

を
祈
り
、
千
秋
万
歳
を
寿
ぐ
儀
式
・
神
事
の
一
部
と
い
う
意
義
を
持
っ
て
い
た
。
延
年
が
寺
院
社
会
で
催
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
仏
教
で
い
う
末
法
期
で
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
寺
院
側
は
「
延
年
」
の
テ
ー
マ

に
よ
る
法
楽
を
積
極
的
に
実
施
し
た
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
延
年
は
仏
教
的
行
事
で
あ
っ
た
。
延
年
は
修
験

者
た
ち
の
修
行
と
し
て
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
山
伏
た
ち
の
入
峰
修
行
の
１
つ
に
、
延
年
と
し
て
の
芸
能
を
習

得
す
る
こ
と
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。 

 

こ
う
し
て
延
年
は
、
は
じ
め
は
貴
族
社
会
で
起
こ
っ
た
も
の
が
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
寺
院
特
有
の
遊
宴
芸

能
に
な
っ
て
い
っ
た
。こ
れ
は
、貴
族
社
会
の
衰
退
と
寺
院
勢
力
の
発
展
と
い
う
歴
史
的
背
景
に
も
よ
る
が
、

も
う
一
つ
は
、
貴
族
社
会
の
場
合
は
め
で
た
い
時
の
臨
時
の
催
し
で
、
繰
り
返
す
こ
と
は
な
い
の
に
対
し
、

寺
院
社
会
で
は
法
会
の
芸
能
で
あ
り
、
法
会
は
決
ま
っ
た
時
に
毎
年
行
な
わ
れ
る
た
め
恒
例
化
し
、
年
中
行

事
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

室
町
時
代
の
辞
書
で
あ
る
『
庭
訓
往
来
』
の
中
に
は
、「
詩
歌
管
絃
は
遐
齢
延
年
之
方
也
」
と
記
さ
れ
て

お
り
、
能
の
大
成
者
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
の
中
に
も
、「
そ
も
そ
も
芸
能
と
は
、･････

･

寿
福
増
長
の

も
と
ひ
、
遐
齢
延
年
の
法
な
る
べ
し
」
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

②
延
年
の
内
容 

 

芸
能
の
催
し
と
し
て
の
延
年
の
内
容
に
つ
い
て
み
る
と
、『
東
大
寺
要
録
』
正
治
元
年(

一
一
九
九)

八
月

五
日
の
記
事
に
、「
そ
の
後
聴
聞
衆
、
両
方
に
分
か
れ
延
年
之
会
を
始
め
、
児
共
は
歌
舞
之
曲
を
尽
し
、
大

衆
は
散
楽
之
興
を
催
す
」
と
、
稚
児
に
よ
る
歌
舞
の
曲
、
大
衆(

一
山
の
僧)

に
よ
る
散
楽
と
い
う
よ
う
に
、

演
者
と
演
目
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
東
大
寺
雑
集
録
』
に
、
文
永
年
間(

一
二
六
四
～
七
五)

の
延
年
の
記
録
と
し
て
、「
開
口
猿
楽
親
尊
法

師
、
先
達
中
賢
清
、
定
春
等
答
弁
こ
れ
有
り
。････

両
寺
狂
僧
面
々
出
お
わ
ん
ぬ
」
と
あ
り
、
開
口
猿
楽
、

答
弁
の
演
目
が
あ
り
、
演
者
と
し
て
の
「
狂
僧
」
の
語
も
み
ら
れ
る
。
狂
僧
は
、
遊
僧(

専
門
の
延
年
芸
能

者)

の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。 

 

永
享
十
二
年(

一
四
四
〇)

九
月
の
東
大
寺
八
幡
宮
遷
宮
に
お
け
る
延
年
会
を
記
載
し
た
『
延
年
日
記
』
は
、

延
年
に
つ
い
て
の
最
大
の
史
料
と
い
わ
れ
、 

 

倶
舎
舞 

乱
舞 

仮
屋
楽 

朗
詠 

白
拍
子 

開
口 

答
弁 

連
事 

そ
の
他
の
演
目
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
永
正
十
二
年(

一
五
一
五)

の
「
多
武
峯
延
年
式
目
」
は
、 

 

頌
物 

倶
舎
舞 

切
拍
子 

乱
拍
子 

音
取 

楽 

朗
詠 

白
拍
子 

開
口 

連
事 

狂
物 

伽
陀 

小
風
流 

夫
催 

男
催 

児
催 

花
杖 

大
風
流 

鉾
振 

舞
立 

と
い
う
多
種
の
演
目
を
記
し
て
い
る
。 

 

白
山
中
宮
長
滝
寺
の
修
正
延
年
の
記
録
は
、
二
つ
残
っ
て
い
る
が
、
ま
ず
文
禄
四
年(1

5
9
5
)

に
経
聞
坊

慶
倫
が
著
し
た
『
白
山
長
滝
修
正
延
年
之
次
第
』(

以
下
「
文
禄
延
年
帳
」)

に
は
、 

 

菓
種 

脇
第
三
ハ
チ
ブ 

タ
ウ
ベ
ン 

乱
拍
子 

田
ウ
チ 

花
笠
ね
り
歌 

田
あ
そ
ひ
ヲ
ト
リ 

倶
舎

大
衆
舞 

カ
イ
コ 

立
合 



が
記
さ
れ
、
そ
の
五
十
三
年
後
の
慶
安
元
年(

一
六
四
八)

に
経
聞
坊
慶
祐
が
著
し
た
『
修
正
延
年
並
祭
礼
次

第
』(

以
下
「
慶
安
延
年
帳
」)

に
は
、 

 
酌
取 

菓
種 

た
う
へ
ん 

乱
拍
子 

田
歌 

花
笠 

花
笠
ね
り
歌 

た
う
へ
ん
ね
り
歌 

し
ろ
す
り 

田
踊 
倶
舎 

大
衆
舞 

か
い
こ 

立
合 

と
い
う
十
四
の
演
目
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
演
目
の
う
ち
、
現
在
の
「
長
滝
の
延
年
」
で
は
、
菓
種
・

か
い
こ
・
立
合
な
ど
は
行
な
わ
れ
て
お
ら
ず
、
江
戸
時
代
の
あ
る
時
期
に
絶
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

ら
の
白
山
中
宮
長
滝
寺
の
文
禄
・
慶
安
両
延
年
帳
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
も
取
り
上
げ
る
。 

 

奈
良
興
福
寺
で
は
、
元
文
四
年(

一
七
三
九)

を
も
っ
て
延
年
は
絶
え
た
が
、
こ
の
と
き
の
延
年
舞
式
で
は
、 

 
 

寄
楽 

振
鉾 

東
先 

東
弁
大
衆 

西
弁
大
衆 

東
舞
催 

仮
屋
楽 

せ
ん
儀 

披
露
詞 

開
口 

射
払 

間
駈
者 

連
事 

付
物 
糸
綸 

遊
僧 

仮
屋
楽 

風
流 

相
乱
拍
子 

遊
僧
・
火
掛 

白
拍

子 

当
弁 

答
弁 

走 

散
楽 

と
い
う
演
目
が
記
し
て
あ
る
。 

 

平
泉
毛
越
寺
の
延
年
の
演
目
は
、
永
正
元
年(

一
五
〇
四)

に
は
、 

 
 

呼
立 

田
楽 

唐
拍
子 

祝
詞 

老
女 

若
女
称
宜 
児
舞 

京
殿
有
吉 

舞
楽 

が
あ
る
。
な
お
、

現
在
の
「
毛
越
寺
の
延
年
」
の
演
目
は
、 

 
 

祝
詞 

呼
立 

田
楽
踊 

路
舞 

若
女
・
称
宜 

老
女 

児
舞 
勅
使
舞 

 

な
ど
で
あ
る
。 

延
年
は
鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、中
央
の
大
寺
院
は
じ
め
寺
院
社
会
に
お
い
て
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た

が
室
町
時
代
に
猿
楽
の
能
が
発
展
す
る
こ
ろ
か
ら
延
年
は
徐
々
に
衰
え
て
い
き
、い
つ
の
ま
に
か
中
央
で
は

消
滅
し
て
し
ま
っ
た
。中
央
か
ら
伝
わ
っ
た
地
方
の
寺
社
に
お
け
る
延
年
も
、徐
々
に
廃
絶
し
て
い
っ
た
が
、

全
く
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
く
、
わ
ず
か
数
ヶ
所
に
残
っ
た
。 

 

延
年
が
今
に
残
る
の
は
、
長
滝
白
山
神
社
と
、
岩
手
県
西
磐
井
郡
平
泉
町
の
毛
越
寺
・
中
尊
寺
、
そ
し
て

栃
木
県
日
光
市
の
輪
王
寺
な
ど
わ
ず
か
数
ヶ
所
、そ
の
う
ち
実
質
的
に
古
い
延
年
の
形
を
ま
と
ま
っ
て
今
に

伝
え
て
い
る
の
は
、
「
長
滝
の
延
年
」
と
「
毛
越
寺
の
延
年
」(

共
に
国
重
要
無
形
民
俗
文
化
財)

の
二
つ
だ

け
な
の
で
あ
る
。 

 

二.｢

長
滝
の
延
年｣

の
歴
史 

 
｢

長
滝
の
延
年｣

が
い
つ
は
じ
ま
っ
た
か
は
、
そ
れ
に
直
接
触
れ
る
史
料
が
な
く
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
社

記
に
弘
安
二
年(

一
二
七
九)

に
神
前
で
能
を
奉
納
し
た
と
伝
え
る
。
ま
た
寛
治
八
年(

一
〇
九
四)

宣
旨
に
よ

り
飛
騨
国
大
野
郡
焼
野
を
賜
る
と
い
う
寺
領
頂
戴
の
節
の
酒
宴
が
芸
能
化
さ
れ
た
と
も
い
う
。酒
宴
が
遅
く

な
り
三
日
月
が
昇
る
頃
ま
で
か
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
い
う
菓
子
台
の
三
日
月
な
ど
の
盛
り
付
け
や

酒
宴
を
表
す｢

酌
取
り｣

は
、
こ
の
伝
承
に
関
わ
る
も
の
と
い
え
る
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
長
滝
の
延
年
」
は
鎌
倉
時
代
に
は
催
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に

室
町
中
期
以
降
、
越
前
の
大
和
五
郎
大
夫
の
指
導
に
よ
り
長
滝
に
お
い
て
、
毎
年
一
月
六
日
に
延
年
が
催
さ



れ
そ
の
延
年
の
中
及
び
延
年
以
外
の
他
の
機
会
に
も
、
能
の
上
演
が
天
文
年
間(

一
五
三
二
～
五
五)

ま
で
恒

例
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
慶
安
延
年
帳
の
次
の
記
述
に
よ
り
判
明
す
る
。 

 
「
六
日
祭
の
作
方
、
先
越
前
の
大
和
五
郎
大
夫
十
二
月
ニ
当
地
ニ
来
り
極
月
廿
五
日
寺
家
衆
も
稽
古
し
て

七
番
の
能
有
、
則
祭
礼
は
六
日
の
夜
也
、
是
も
天
文
の
比
よ
り
能
は
懈
怠
也･

･･
･･･

右
祭
礼
の
次
第
失
念
有

り
て
、
毎
年
吟
味
六
ヶ
敷
故
、
天
文
ヨ
リ
巳
来
之
例
ヲ
改
め
委
し
く
爰
に
書
付
侍
る
也
」 

越
前
か
ら
大
和
五
郎
大
夫
と
い
う
能
役
者
が
例
年
十
二
月
長
滝
に
来
て
、同
月
二
十
五
日
か
ら
長
滝
寺
の

人
々
も
そ
の
指
導
を
受
け
稽
古
し
て
、
六
日
祭
当
日
の
一
月
六
日
の
夜
七
番
の
能
を
催
し
た
の
で
あ
る
。
た

だ
し
こ
の
六
日
祭
に
お
け
る
演
能
の
慣
例
も
天
文
の
頃
か
ら
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

天
文
以
前
の
六
日
祭
の
延
年
に
お
い
て
能
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
長
滝
白
山
神
社
に
、
応

安
二
年(

一
三
六
九)

銘
の
尉
面
を
は
じ
め
、
室
町
時
代
の
も
の
を
中
心
に
二
十
五
面
の
木
造
古
楽
面(

国
重
要

文
化
財
。
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
二
十
一
面
能
面)

が
伝
来
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。

さ
ら
に
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
能
衣
装
上
衣
は
、元
白
山
中
宮
長
滝
寺
の
も
の
で
あ
り
、そ
の
胴
裏
に
は
、 

 
｢

修
正
延
年
之
為
上
衣
奉
奇
進
所
也
。
若
ソ
ン
シ
ツ
仕
人
者
、
過
銭
三
百
疋
可
被
出
者
也 

 
 

永
禄
九
年
丙
寅
正
月
吉
日 

施
主
院
主 

阿
名
院
上
神
澄 

花
押｣ 

と
い
う
墨
書
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
長
滝
寺
「
荘
厳
講
執
事
帳
」
永
禄
九
年(

一
五
六
六)

の
項
に
次
の
記
事
が

あ
る
。 

 
｢

七
月
廿
三
日
、
夜
遠
藤
大
隅
守
・
遠
藤
六
郎
左
衛
門
風
流
被
仕
、
郡
内
不
事
万
民
満
足
不
過
之
候
、
然

処
ニ
寺
門
若
輩
十
二
人
罷
下
候
、
廿
一
日
ニ
こ
た
ら
ま
で
罷
下
廿
二
日
こ
た
ら
に
て
能
三
番
、
一
番
嵐
山
・

二
番
野
々
宮
・
三
番
ぜ
か
い
、
役
者
之
事
経
聞
坊
・
大
本
坊
・
千
仏
坊
・
本
覚
坊
・
宝
幢
坊
・
中
納
言
・
美

濃
大
納
言
・
小
弐
・
松
泉
坊
以
上｣ 

 

永
禄
九
年
長
滝
の
僧
一
行
十
二
人
が
八
幡
城
下
に
出
か
け
て
能
三
番
を
上
演
い
た
。
演
目
は
、
一
番
「
嵐

山
」
二
番
「
野
々
宮
」、
三
番
「
ぜ
か
い(

是
界)

」
で
あ
っ
た
。 

 

二
年
後
の
永
禄
十
一
年(

一
五
六
八)

に
も
同
帳
に
次
の
記
事
が
あ
る
。 

 

「
永
禄
十
一
年
八
月
廿
一
日
、
越
前
ヨ
リ
大
和
五
郎
大
夫
罷
越
法
楽
仕
候
、
初
日
ニ
能
七
番
次
日
同
七
番

仕
候
、
郡
内
之
衆
数
多
御
見
物
ニ
候
、
郡
内
モ
無
ニ
し
て
世
上
一
段
ク
ツ
ロ
キ
旁
以
珍
重
ニ
存
候
、
経
聞
坊

良
雄
大
ツ
ゝ
ミ
を
出
候
て
打
候
、
同
笛
等
覚
坊
弟
子
弐
位
公
・
太
鼓
ハ
真
如
坊
弟
子
大
納
言
打
候
」 

 

こ
の
年
越
前
か
ら
大
和
五
郎
大
夫
一
座
が
や
っ
て
き
て
、長
滝
に
お
い
て
二
日
に
わ
た
り
各
能
七
番
を
催

し
、
郡
内
か
ら
も
多
数
の
見
物
人
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
能
七
番
の
演
目
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
二
日
間

に
わ
た
る
七
番
の
能
は
本
格
的
な
大
和
猿
楽
の
演
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。こ
の
二
つ
は
七
月
と
八
月
に

催
さ
れ
た
演
能
会
で
あ
っ
て
、
共
に
六
日
祭
の
延
年
に
お
け
る
能
で
な
い
と
は
い
え
、
こ
こ
で
演
能
し
た
大

和
五
郎
大
夫
は
、
前
掲
慶
安
延
年
帳
に
お
い
て
六
日
祭
の
法
式
を
指
導
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ

れ
ら
の
能
は
六
日
祭
の
延
年
に
お
い
て
も
演
じ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

文
禄
・
慶
安
両
延
年
帳
と
も
に
、
題
名
に
「
修
正
延
年
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、「
長
滝
の
延
年
」
は
、
か
つ
て
は
「
修
正
延
年
」
と
い
い
、
白
山
中
宮
長
滝
寺
の
修
正
会
の

中
で
行
わ
れ
た
延
年
で
あ
っ
た
。
修
正
会
は
、
毎
年
正
月
に
初
め
に
旧
年
の
悪
を
正
し
、
新
年
の
天
下
太
平



な
ど
を
祈
る
法
会
で
、
期
間
は
通
例
年
初
の
七
日
間
で
、
三
日
間
、
五
日
間
の
事
例
も
あ
る
。 

 

白
山
中
宮
長
滝
寺
の
修
正
会
は
、
大
晦
日
か
ら
正
月
六
日
に
か
け
て
七
日
間
行
わ
れ
た
。
結
願
の
日
に
あ

た
る
一
月
六
日
に
、
若
い
僧
や
稚
児
、
山
伏
た
ち
が
、
僧
侶
や
神
官
を
ね
ぎ
ら
い
、
ま
た
新
年
に
あ
た
っ
て
、

楽
し
く
平
和
な
世
の
中
が
つ
づ
き
、一
山
が
ま
す
ま
す
栄
え
る
こ
と
を
祈
っ
て
催
し
た
遊
宴
歌
舞
の
芸
能
が
、

「
長
滝
の
延
年
」
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
「
長
滝
の
延
年
」
は
、
本
来
修
正
会
と
い
う
法
会
の
余
興
で
あ
っ
た
の
が
、
あ
る
段
階
か
ら

は
も
は
や
延
々
そ
の
も
の
が
主
体
の
行
事
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。そ
し
て
修
正
会
の
一
部
で
あ
っ
た

「
長
滝
の
延
年
」
は
、
修
正
会
と
い
う
法
会
が
七
日
間
に
わ
た
る
往
年
の
形
で
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
か
ら

も
、
一
山
の
重
要
な
年
中
行
事
、「
六
日
祭
」
と
い
う
例
祭
の
形
で
、
継
続
・
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。 

（
出
典 

白
鳥
町
教
育
委
員
会
編
『
長
滝
の
延
年 

―
長
滝
白
山
神
社
の
六
日
祭
―
』（
白
鳥
町
・
二
〇
〇
四
）
よ
り
白
石
博
男
氏
執
筆
分
抜
粋
） 

※
白
石
氏
よ
り
教
育
目
的
に
よ
る
資
料
活
用
の
許
諾
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

 

 


